
証券コード：142A

第12期
定時株主総会

招集ご通知

株式会社ジンジブ

開催日時 2026年６月25日（木曜日）午前10時
受付開始：午前9時30分

開催場所 大阪市中央区安土町２丁目３番13号
大阪国際ビルディング16階 1607号室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議 案 第１号議案 取締役６名選任の件
第２号議案 資本金および資本準備金の額の

減少並びに剰余金の処分の件

今回より会場が変更となっておりますのでご注意ください。
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証券コード 142A
2026年６月５日

株 主 各 位
大阪市中央区南本町２丁目６番12号
株 式 会 社 ジ ン ジ ブ
代表取締役社長 佐々木 満秀

第12期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第12期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し

あげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりま
すので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげま
す。

【当社ウェブサイト】
https://jinjib.co.jp/ir/news/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ情報」「お知らせ」を順に選択い
ただき、ご確認ください。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ジンジブ」又は「コー
ド」に当社証券コード「142A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月24日（水曜日）18時までに
議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するよう

ご返送ください。
敬 具
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記
１．日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 大阪市中央区安土町２丁目３番13号

大阪国際ビルディング16階 1607号室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
※今回より、会場が変更になっておりますので、ご注意ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第12期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算

書類報告の件
決 議 事 項
第1号議案
第2号議案

取締役６名選任の件
資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
（1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否

の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
（2）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし

て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますのでご了承ください。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、１頁のインターネット上の各ウェブサイトにおい
て、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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事 業 報 告

（2025年４月１日から）2026年３月31日まで

１．会社の現況
（1）当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、トランプ関税の悪影響懸念や日中関係の悪化など懸
念事項はあったものの、雇用・所得環境の改善や大阪・関西万博をはじめとするインバウ
ンド需要の増加などを背景に、全体として底堅い推移を維持いたしました。一方で、原材
料価格の上昇や円安の継続、物価高の影響などにより、個人消費は力強さに欠ける状況が
続きました。また、直近では中東情勢の悪化に伴うサプライチェーンの混乱・コスト増、
為替影響への懸念など、海外動向の不透明感もわが国経済の先行きに影響を与えており、
依然として不透明な環境が続いております。

そのような下で、当社が属する新卒就職支援市場においては、わが国の大卒求人倍率
（2027年３月卒業者）は 1.62倍（出典：㈱リクルート「第43回ワークス大卒求人倍率
調査」）と2026年卒の1.66倍より0.04ポイント低下いたしましたが、依然人員不足が深
刻であり、高い水準で推移しております。

また、同じく高卒求人倍率（2026年３月卒業者）は4.12倍（出典：厚生労働省 令和
7年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」取りまとめ（令和
8年3月末現在））と2025年卒より0.03ポイント上昇し、非常に高い水準のまま推移して
おります。特に若年層の人員不足は多くの企業の共通課題となっていることから、総じて
若手人材を中心とした企業の採用意欲は高止まりを続けています。産業別には、恒常的に
若手の人員不足が顕著な建設業や製造業、昨年10月まで開催された大阪・関西万博のイ
ンバウンド需要等に関連する小売業・卸売業、一昨年４月の労働基準法改正による残業時
間規制の影響で人員不足が喫緊の問題となっている運輸業・郵便業において、求人数が高
い状態が続いております。

近年、少子化の影響により若手人材の数が減少し、新卒採用の難易度が一層高まってお
ります。これに伴い、第二新卒などを対象とした通年採用を導入する企業が増加し、その
動きが加速しております。この流れは、人材不足が深刻な中小企業にも波及するものと思
われ、当社の若手人材の採用サービス需要が一層高まると考えております。

このような環境の下、当社は、パーパスに「これからを生きる人の夢を増やす」、ビジ
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ョンに「若者に希望を与えるNo.1企業」を掲げ、これらを実現するため、高校生及び高
卒第二新卒（18歳〜25歳程度の高卒社会人及び離職者）を価値提供のターゲットとした、
以下のサービスを展開しております。

＜採用支援サービス＞
・高校生の就職を支援する就職求人サイト「ジョブドラフトNavi」
・ジョブドラフトNaviと連動した教員のための求人管理システム
「ジョブドラフトTeacher」
・高校生のための職業体験・就職イベント運営
「おしごとフェア/ジョブドラフトFes/先生Fes」
・入社後のミスマッチ防止をサポートする適性検査アプリ「ジョブドラフトSurvey」
＜企画制作サービス＞
・企業の高校新卒採用における求人ナビ原稿作成
・DTP制作（採用パンフレット制作・イベントブース装飾制作）
・Web制作（企業紹介動画制作・採用ホームページ制作）
＜代行支援サービス＞
・求人票発送代行サービス
・TikTok等SNS運用代行サービス
・人事部パックサービス（※１）
（※１定着を主とした人事支援サービス）
・その他採用業務代行支援サービス
＜教育研修サービス＞
・高校向けキャリア教育支援「ジョブドラフトCareer」
・企業向け新人育成定着支援研修「ROOKIEʼS CLUB」
・社会人向けデジタルマーケティング人材育成研修「ＤＭＵ」
＜その他サービス＞
・高卒第二新卒（※２）の就転職を支援する「ジョブドラフトNext」
（※２高卒第二新卒とは、18〜25歳程度までを対象とした高卒社会人全般を指します。）

上記の通り、採用分野だけに限らない研修や採用、定着診断などのサービスを実現して
おります。

当事業年度においても、引き続き、当社主軸サービスである「ジョブドラフトサービ
ス」の地方深耕・付加価値向上・商談獲得ルートの新規開拓を進め、特に金融機関等から
の見込顧客紹介や、広告からの資料問合せ等のインバウンド商談などを主軸として進めて
まいりました。
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当事業年度上期においては、営業体制の見直しや、金融機関対応の変更の結果、新規受
注率が上向きになり、受注状況は改善されました。また、提携済金融機関等に対して持続
可能な顧客紹介数の増加の実現に向け、一行一行との対話を増やし、金融機関側のニーズ
ヒアリングや各行のキーマンの把握を実行したことにより、顧客紹介数も着実に増加致し
ました。さらに当事業年度下期においては、季節性を考慮し、これまでの新規テレアポ商
談重視のやり方を変え、業務委託のリソースを過去広告からの問い合わせのあった企業リ
ストへの荷電（顧客ナーチャリング）にシフトする等、受注率の高い商談リードへの転換
を推進しました。結果、受注平均単価が上昇致しました。またこれまで取り組んできた
Web商談チームのトークの型化の見直し等も結果が出始めております。そのような中、
掲載売上については、掲載数の伸長に伴い前年同期と比較して増加、掲載売上以外のオプ
ション売上につきましては、特に高校生向け大規模合同企業説明会が好調に推移しており
ます。ただし人事部パックの販売が当初想定を下回り、結果として、当事業年度の売上高
については、計画比95.4%で着地いたしました。売上原価については、オプション商品の
制作を一部内製化すること等の施策実施、また製品ミックスの改善により、 粗利益率が
計画79.4％に対し86.2％で着地、利益の確保を実現いたしました。販売管理費について
は、金融機関経由の受注強化に伴い成約時の紹介手数料が増加、また業務委託費用が増加
している一方、「生産性向上」の方針の下、全社でコスト削減に取り組みました。その結
果、販売管理費計画2,154百万円に対し2,152百万円の消化となり、結果的に前年比大幅
増益を実現しております。以上、事業進捗が復調していること及び全体経費の削減から、
売上高については計画比95.4%、営業利益・経常利益及び税引前当期純利益については計
画を大きく上回る着地となりました。

その結果、当事業年度の業績は、売上高2,687,952千円（前年同期比12.0％増）、営業
利益166,010千円（同165.4％増）、経常利益165,777千円（同181.5％増）、当期純利益
182,361千円（前年同期は184,425千円の当期純損失）となりました。

なお、当社は、高卒人材採用支援事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記
載を省略しております。
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② 設備投資の状況
当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は121百万円です。その

主なものは、有形固定資産においては東京支店の移転に伴う内装および各種設備工事や備
品等が114百万円、無形固定資産においては社内基幹システムの改修が8百万円でありま
す。

③ 資金調達の状況
当社は、2025年12月２日に新株予約権の行使により、2百万円の資金調達を行いまし

た。
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（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 ９ 期
(2023年３月期)

第 10 期
(2024年３月期)

第 11 期
(2025年３月期)

第 12 期
(当事業年度)
(2026年３月期)

売 上 高（千円） 1,517,574 2,082,994 2,400,260 2,687,952

経 常 利 益（千円） 64,858 253,949 58,884 165,777
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失（△）（千円） 41,495 141,803 △184,425 182,361

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） （円） 20.69 65.23 △63.69 62.81

総 資 産（千円） 1,634,727 2,179,309 2,090,700 2,302,864

純 資 産（千円） 22,287 486,090 389,870 577,260

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） △77.58 174.04 134.32 198.70

当社は、2023年12月23日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行ってお
り、また、2024年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま
す。
これに伴い、第９期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益又

は１株当たり当期純損失（△）及び１株当たり純資産を算定しております。

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 親会社等との間の取引に関する事項
当社の代表取締役社長である佐々木満秀は、当社の親会社等に該当しております。当社

は旧東京支店の賃貸借契約に対して代表取締役社長佐々木満秀より債務保証を受けており
ます。

イ．取引にあたって当社の利益を害さないように留意した事項
当社は役員との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意

見を求め、当該取引の合理性、取引条件の妥当性を事前に審議したうえで承認を得るこ
ととしております。
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ロ．当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、親会社等との取引については、上記イ．に記載の方法で承認してお

り、親会社等に対して債務保証に伴う保証料の支払は行っておらず当該取引は当社の利
益を害さないものと判断しております。

ハ．取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。

③ 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

（4）対処すべき課題
当社が今後事業を拡大し、継続的な成長を行うために、当社は以下に記載しております課

題に対処していくことが必要であると認識しております。それらの課題に対応するために、
継続的な顧客開拓による利用企業数の増加及びサービスの開発・改良による顧客満足度の向
上、利用顧客規模の拡大に対応した内部管理体制強化等の整備を進め、企業価値のさらなる
向上を目指して取り組んでまいります。

① 顧客開拓について
当社は、新卒入社者が入社後１年で離職してしまう早期離職、早期離職後の転職市場の

不存在という社会課題を解決し、若者が夢や希望をもって社会で生き抜く世界を創造する
ことを目指しています。
その実現のためには、高校生が求人企業のイメージや仕事の内容を理解し、数多くある

業種・職種から自己選択意識を持って自らの就職先を選択することが必要であると考えて
います。
当社は、求人企業の魅力や仕事そのものの魅力を高校生にもわかりやすく発信すること

及び高校現場でのキャリア教育を実施することにより、サービスの利用を促進し、利用企
業・利用高校生の拡大に取り組んでまいります。

② サービス開発・改良について
当社は、高校生にとって使いやすい求人ナビを追求し、機能性、利便性、デザイン性等

を高めてまいります。また、企業に対しては、当社の保有する学校網を活用した「高校生
との出会いの場」をより多く創造し、採用成功確率の向上といった提供価値を高めていく
ことで満足度の向上に努めてまいります。
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③ 個人情報の管理について
当社は事業運営にあたり個人情報を保持していることから、個人情報保護に関しては重

要課題と認識しております。「個人情報取扱及び保護規程」をはじめとする諸規程の制
定・運用、役員・従業員への定期的な社内教育の実施、システムのセキュリティ対策等に
より、個人情報の管理体制を構築・運用しております。また、一般財団法人日本情報経済
社会推進協会が運営するプライバシーマーク制度の認証を取得しており、引き続き、情報
管理体制の強化、徹底を図ってまいります。

④ 財務上の課題
現状においては、安定的に営業キャッシュ・フローを創出しており、事業継続に支障を

来すような財務上の課題は認識しておりません。今後、資金需要が生じた場合は自己資金
を充当する方針でおりますが、需要規模によっては金融機関からの借入等も選択肢として
対応してまいります。また、収益基盤の維持・拡大を図るためには、手許資金の流動性確
保や自己資本の充実、金融機関との良好な取引関係が重要であると考えております。各種
費用対効果の検討を継続的に実施することで、財務健全性の確保に努めてまいります。

⑤ 業績予想の精緻化
2025年３月期においては、期初に計画した業績予想を2024年11月14日に下方修正を

行い、それに伴い中期経営計画も見直すこととなりました。また、当期純利益について
も、繰延税金資産の取崩の発生により大幅な減額となりました。今後においては、このよ
うな事態を防ぐために、今よりもさらに綿密にかつ精緻に利益計画を策定してまいりま
す。
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（5）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
事 業 区 分 事 業 内 容

高卒人材採用支援事業

＜採用支援サービス＞
・高校生の就職を支援する就職求人サイト「ジョブドラフトNavi」
・ジョブドラフトNaviと連動した教員のための求人管理システム
「ジョブドラフトTeacher」
・高校生のための職業体験・就職イベント運営
「おしごとフェア/ジョブドラフトFes/先生Fes」
・入社後のミスマッチ防止をサポートする適性検査アプリ
「ジョブドラフトSurvey」

＜企画制作サービス＞
・企業の高校新卒採用における求人ナビ原稿作成
・DTP制作（採用パンフレット制作・イベントブース装飾制作）
・Web制作（企業紹介動画制作・採用ホームページ制作）

＜代行支援サービス＞
・求人票発送代行サービス
・TikTok等SNS運用代行サービス
・人事部パックサービス（※１）
（※１ 定着を主とした人事支援サービス）
・その他採用業務代行支援サービス

＜教育研修サービス＞
・高校向けキャリア教育支援「ジョブドラフトCareer」
・企業向け新人育成定着支援研修「ROOKIEʼS CLUB」
・社会人向けデジタルマーケティング人材育成研修「ＤＭＵ」

＜その他サービス＞
・高卒第二新卒（※２）の就転職を支援する「ジョブドラフトNext」
（※２ 高卒第二新卒とは、18〜25歳程度までを対象とした高卒社会人全

般を指します。）
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（6）主要な営業所（2026年３月31日現在）
営業所 所在地

本社 大阪市中央区南本町２−６−12 サンマリオンタワー14階
東京支店 東京都品川区大崎1丁目2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー６階
福岡支店 福岡市博多区古門戸町１−１ 日刊工業新聞社西部支社ビル８階４号
名古屋支店 名古屋市中区丸の内３−14ー32 丸の内三丁目ビル5階
仙台支店 仙台市青葉区本町１−３−８ 及川パークビル４階
広島支店 広島市中区銀山町1−11 WAKO稲荷大橋ビル３階
岡山支店 岡山市北区下石井２−１−３ 岡山第一生命ビルディング12階
新潟支店 新潟市中央区上大川前通七番町1230−7 ストークビル鏡橋7階
熊本支店 熊本市中央区中央街３−８ 熊本大同生命ビル９階
静岡支店 静岡市葵区追手町３−11 しずおか焼津信用金庫追手町ビル４階

（7）使用人の状況（2026年３月31日現在）
事 業 区 分 使 用 人 数 前事業年度末比増減

高卒人材採用支援事業 176（11）名 10名減（5名減）
（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に外数で記載しております。

（8）主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 残 高

株式会社横浜銀行 140百万円
株式会社名古屋銀行 100
株式会社紀陽銀行 77
株式会社日本政策金融公庫 61
株式会社関西みらい 34
株式会社商工組合中央金庫 7

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式の状況（2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 9,572,000株
（2）発行済株式の総数 2,905,200株
（3）株主数 980名
（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

佐々木 満秀 1,330,000株 45.77％

株式会社人と未来 328,200 11.29

株式会社SBI証券 279,658 9.62

森 亮太 109,000 3.75

海老根 智仁 60,000 2.06

楽天証券株式会社共用口 60,000 2.06

小西 裕也 31,100 1.07

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 29,300 1.00
MSSG A/C CLIENTS
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 25,300 0.87

池田 良介 20,000 0.68
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３．新株予約権等の状況
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株

予約権の状況
第 ３ 回 新 株 予 約 権 第 ５ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2022年３月28日 2023年１月24日

新 株 予 約 権 の 数 609個
（注）3 128個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 121,800株
（注）3、4

（新株予約権１個につき 200株）
普通株式 25,600株

（注）4
（新株予約権１個につき 200株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり160,000円
（１株当たり 800円）

新株予約権１個当たり220,000円
（１株当たり 1,100円）

権 利 行 使 期 間 2024年３月31日から
2027年３月31日まで

2025年１月30日から
2028年１月30日まで

行 使 の 条 件 （注）１ （注）１

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 389個
（注）3

目的となる株式数 77,800株
（注）3

保有者数 3名
（注）3

新株予約権の数 59個
目的となる株式数 11,800株

保有者数 １名

社 外 取 締 役
新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株

保有者数 ０名

新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株

保有者数 ０名

監 査 役
新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株

保有者数 ０名

新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株

保有者数 ０名
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第 6 回 新 株 予 約 権
発 行 決 議 日 2025年9月12日

新 株 予 約 権 の 数 600個
（注）２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式 60,000株
（注）２

（新株予約権１個につき 100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 100円

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり102,600円
（１株当たり 1,026円）

権 利 行 使 期 間 2025年9月30日から
2035年9月30日まで

行 使 の 条 件 （注）2

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 600個
（注）２

目的となる株式数 60,000株
（注）２

保有者数 3名
（注）２

社 外 取 締 役
新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株

保有者数 ０名

監 査 役
新株予約権の数 ０個
目的となる株式数 ０株

保有者数 ０名
（注）
１．
ⅰ 新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監

査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要するものとします。ただし、当該新株予約権者の退
任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでありません。

ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人による権利行使は認めないものとし、当該新
株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するものとします。

ⅲ 新株予約権者は、その割当数の全部又は一部を行使することができます。ただし、各新株予約権の1個
未満の行使はできないものとします。

ⅳ 新株予約権者が当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれの地位も
有しなくなった場合、当社は取締役会において当該新株予約権者による権利行使を認めることがない旨
の決議をすることができます。この場合、当該新株予約権は会社法第287条の規定に基づき消滅するも
のとします。
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2.
ⅰ 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、割当日から本新株予約権の行使期
間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の１か月間（当日を含
む 21取引日）の平均値が一度でも行使価額に 50％を乗じた価格を下回った場合、残存するすべての本
新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げ
る場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかった
ことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた
事情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
ⅱ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
ⅲ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ
ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

ⅳ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
ⅴ 新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部の放棄をすることはできない。

3．第３回新株予約権の数は、付与対象者の退職および一部行使による権利の喪失後の数値を表示しておりま
す。

4. 当社は、2023年12月23日付で普通株式１株につき100株、2024年10月１日付で普通株式１株につき２
株とする株式分割を行っております。これに伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権
の行使に際して出資される財産の価額」は、当該株式分割を反映して算定しております。
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（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
決議年月日 2025年9月12日（第7回新株予約権）

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 18名
新株予約権の数 410個

新株予約権の目的となる株式の種
類、内容及び数 普通株式41,000株

新株予約権の行使時の払込金額 100円

新株予約権の行使期間 自2028年7月1日
至2035年9月30日

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権1個あたり 88,000円
（１株あたり 880円）

新株予約権の行使の条件 (注)1

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による
承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 (注)2

(注)1 ①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、2028 年３月期から 2030 年

３月期までのいずれかの事業年度において、当社の損益計算書（連結損益計算書を作成している場合

には連結損益計算書）に記載された営業利益が、下記に掲げる水準を超過した場合、各新株予約権者

に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各号に掲げる割合（以下、「行使可能割合」と

いう。）の個数を限度として、新株予約権を行使することができる。行使可能割合の計算において、

各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に１個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた

数とする。

(a)営業利益が 1,060 百万円を超過した場合行使可能割合：50％

(b)営業利益が 1,250 百万円を超過した場合行使可能割合：75％

(c)営業利益が 1,500 百万円を超過した場合行使可能割合：100％

なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に
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多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書（連結損益計算書を作成し

ている場合には連結損益計算書）に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと

取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判

定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適

用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照

すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。加えて、当社の損益計算書（連結損益計

算書を作成している場合には連結損益計算書）に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上

されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前償却前営業利益をもっ

て判定するものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると

取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(注)2 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移
転（以上を総称して、以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生
時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞ
れの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」と
いう。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存
新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収
分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を、それぞれ交付するも
のとする。
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ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、（注）１に準じて決定する。

ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、（注）２で定めら
れる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲ
に従って決定される新株予約権１個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得ら
れる金額とする。

ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
付与を行う取締役会にて決定した新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、付与を行う取締役会にて決定した新株予約権を
行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ 新株予約権の行使の条件
現在の発行内容に準じて決定する。

ⅶ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
現在の発行内容に準じて決定する。

ⅷ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。

ⅸ 再編対象会社による新株予約権の取得条項
現在の発行内容に準じて決定する。
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４．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（2026年3月31日現在）
会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 佐々木 満秀

専務取締役 森 隆史 ＨＲコンサルティング部兼営業推進部管掌

常務取締役 新田 圭 経営企画部兼経営管理部管掌

取締役 星野 圭美 カスタマーサポート部兼キャリア教育開発部管掌

取締役 池田 良介 株式会社ウィルグループ取締役会長

取締役 杉浦 佳浩 Animo株式会社 取締役
株式会社マルタスインベストメント 取締役

常勤監査役 箕浦 昇

監査役 堀口 昌孝 堀口法律事務所所長
ハンズホールディングス株式会社社外監査役

監査役 才木 正之

御堂筋税理士法人代表社員
株式会社組織デザイン研究所CEO
東工エンジニアリング株式会社社外監査役
株式会社因幡電機製作所社外監査役
株式会社リガーレ社外監査役

（注）１．取締役池田良介氏及び取締役杉浦佳浩氏は、社外取締役であります。
２．星野圭美氏の戸籍上の氏名は渡邊圭美であります。
３．監査役３氏全員は社外監査役であります。
4. 常勤監査役箕浦昇氏は上場企業の管理及び経理、財務に関する相当程度の知見を有しております。監

査役堀口昌孝氏は、弁護士の資格を有しており、法律、コンプライアンスに関する専門的な知見を有
しております。監査役才木正之氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的な知
見を有しております。

5. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く。）及び監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結でき
るよう定款に定めております。これに基づいて各社外取締役及び各監査役との間に、法令が
規定する最低責任限度額を損害賠償責任の限度額とする責任限定契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社と役員の地位に基づき行った行為
（不作為を含む。）に起因して、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことで被保険者
が被る損害賠償金や訴訟費用が填補されることになります。当該保険の被保険者は当社の全
ての取締役及び監査役であります。当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにす
るために、填補する金額について限度額を設定、被保険者による故意の法令違反行為等に起
因する損害等は填補の対象外とする措置を講じております。保険料は全額会社負担とし、１
年ごとに契約更新しており、次回も同様の内容で更新することを予定しております。

（4）取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役の報酬等につきましては、役職並びに取締役の経験・経営上の重要性を基に、株
主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外取締役を含む報酬委員会での諮問
結果に基づき、取締役会決議により決定しております。各監査役の報酬等につきまして
は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しておりま
す。
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② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

88百万円
（10）

88百万円
（10） ー ー 8名

（2）
監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

14
（14）

14
（14） ー ー 4

（4）
合 計
（う ち 社 外 役 員）

102
（24）

102
（24） ー ー 12

（6）
（注）１．上表には、2025年６月27日開催の第11期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名および

社外監査役１名を含んでおります。
２．取締役の報酬限度額は、2022年３月28日開催の臨時株主総会において、300百万円以内と決議され

ております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は３名です。
３．監査役の報酬限度額は、2024年６月27日開催の第10期の定時株主総会において、30百万円以内と

決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。
４．監査役は全て社外役員であります。

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役池田良介氏は、株式会社ウィルグループ取締役会長であります。当社と兼職先と
の間には特別の関係はありません。

・取締役杉浦佳浩氏は、株式会社シナプスイノベーション社外監査役並びにAnimo株式
会社及び株式会社マルタスインベストメント取締役であります。当社と各兼職先との間
には特別の関係はありません。

・監査役堀口昌孝氏は、堀口法律事務所所長並びに株式会社チョウエイハンズ及びハンズ
ホールディングス株式会社の社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の
関係はありません。

・監査役才木正之氏は、御堂筋税理士法人代表社員、株式会社組織デザイン研究所CEO
並びに東工エンジニアリング株式会社、株式会社因幡電機製作所及び株式会社リガーレ
の社外監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
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② 当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 池田 良介

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。
主に上場企業経営の豊富な経験・実績・見識の見地から、取締役会では

当該視点から積極的に意見を述べており、特に企業経営や事業収益性につ
いて専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬委員会の
委員長として、当事業年度に開催された委員会に出席し、客観的・中立的
立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しておりま
す。

取締役 杉浦 佳浩

当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。
主に幅広い業務経験と人脈を持ち、数多くの企業でのコンサルティング

経験の見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、
特に新規事業の展開や方向性について専門的な立場から監督、助言等を行
うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たし
ております。

監査役 箕浦 昇

2025年6月27日以降、当事業年度に開催された取締役会11回の全て
に、また、監査役会10回の全てに出席いたしました。取締役会において、
取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており
ます。また、監査役会において、当社のガバナンス並びに内部監査につい
て適宜、必要な発言を行っております。

監査役 堀口 昌孝

当事業年度に開催された取締役会15回のうち全てに、また、監査役会
14回の全てに出席いたしました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決

定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査
役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な発言
を行っております。

監査役 才木 正之

当事業年度に開催された取締役会15回のうち全てに、また、監査役会
14回の全てに出席いたしました。
税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決

定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査
役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な
発言を行っております。
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５．会計監査人の状況
（1）名称 PwC Japan有限責任監査法人

（2）報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 21,700千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 21,700千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目のいずれかに該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解
任した旨と解任の理由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

＜決定内容の概要＞
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに業務の適正を確保するた
め、「リスク・コンプライアンス規程」を定めるとともに、研修等を通じてその浸透を図
ります。
b.取締役は、重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場

合、速やかに取締役会に報告いたします。
c.監査役は、「監査役監査基準」に基づき、取締役の職務執行について監査を行います。
d.当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしてい

る場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内・社外通報窓口を設置しておりま
す。当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行い
ません。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管

理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理しております。取締役及び監査役は、必要
に応じてこれらの情報を閲覧することができるものといたします。
b.当社は、「個人情報取扱及び保護規程」及び「情報セキュリティ管理規程」等の社内

規則に基づき、情報の保存及び管理に関する体制を整備いたします。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク・コンプライアンス規程」に基づ

き、企業活動に関わるリスクを横断的に管理するリスク・コンプライアンス委員会を設置
し、リスク管理活動を推進し、リスクを把握するとともに、発生の防止、発生したリスク
への対処を統括的に行います。
b.当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、リス

クの状況を適時に把握、管理いたします。
c.会社の情報資産に係るリスクについて、「情報セキュリティ管理規程」に基づき情報

セキュリティ管理責任者を設置しております。情報セキュリティ管理責任者はリスクの発
生を最小限に抑え、リスクが発生した場合の影響範囲を最低限にするよう、内部規程の整
備や対策の実施を行います。
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d.内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社におけるリスク管理の実施状況に
ついて監査を行います。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社は、取締役会を毎月１回及び必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要事項の決定

並びに取締役の業務の執行状況について報告を行い、取締役の職務の執行について監視・
監督を行います。
b.当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」「職務権限規

程」において、それぞれの分担を明確にして権限委譲を行い、職務の執行が効率的に行わ
れることを確保します。
c.当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項

について協議する経営会議を毎月１回以上開催いたします。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員を

配置いたします。また、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとし、取締役からの指
揮は受けないものといたします。

⑥ 上記⑤の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指
示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務遂行を補助すべき使用人の任命・異動については、取締役の指揮・命令か

らの独立性を確保いたします。

⑦ 取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための
体制
取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事

実を発見した場合には、監査役に対して、速やかに当該事実に関する事項を報告いたしま
す。
また、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合も、速やかに報告を行

います。
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⑧ 上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
当社は社員等からの監査役への通報については、法令等及び「内部通報規程」に従い通

報内容を秘密として保持するとともに、当該通報者に対する不利益な取扱いを禁止いたし
ます。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について、費用の前払い等を請求したときは、速やかに当

該費用または債務を処理いたします。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は、取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営におい

て重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができま
す。
b.代表取締役は、監査役と定期的に意見交換を行います。
c.監査役は、内部監査部門が実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受

け、その修正等を求めることができます。また、内部監査の実施状況について適宜報告を
受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることが
できます。
d.監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取

締役または使用人等にその説明を求めることができ、また、監査役が必要と認めた場合
は、いかなる会議、委員会等にも出席することができます。
e.監査役は、監査の実施にあたり、必要に応じ弁護士又は公認会計士等の外部の専門家

を独自に起用することができます。
f.監査役は、会計監査人等から必要に応じて会計の内容について説明を受けるとともに

意見交換を行い、効率的な監査を実施するために連携を図ります。
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しておりま

す。併せて、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査を実施することで、経
営に対する強化を図っております。
これらの各機関が相互に連携し、経営の健全性、効率性及び透明性を確保した迅速な意

思決定の実現を可能とするため、現状の企業統治体制を採用しております。

（ⅰ）取締役会
当社の取締役会は、取締役６名で構成されており、うち２名が社外取締役であります。
取締役会は、原則月１回の定例取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開

催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令、定款
で定められた事項及び取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定するとともに
各取締役の業務進捗報告等を行っております。
また、取締役会の議案については、事前に全ての取締役・監査役に連絡し、事前の議案

内容の吟味、当日協議の充実に努めております。
なお、取締役会には、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体

制となっております。

（ⅱ）監査役会
当社の監査役会は、監査役３名（うち常勤監査役は１名）で構成されており、全員が社

外監査役であります。
監査役会は、原則月１回の定例監査役会を開催する他、必要に応じて臨時監査役会を開

催し、監査計画の策定、監査実施状況等の情報共有を図っております。
また、取締役会等の重要な会議への出席、実地監査を行う他、効率的な監査を実施する

ため、監査役会・内部監査室・会計監査人参加の三様監査連絡会を四半期に１回、定期的
に開催する等、積極的な連携、意見交換を行っております。

（ⅲ）会計監査
当社はPwC Japan有限責任監査法人により、独立の立場から会計監査を受けておりま

す。
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（ⅳ）リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動の過程で発生するあらゆ

るリスクを予防・軽減するための活動に取り組んでおります。同委員会は、代表取締役社
長が委員長を務め、取締役４名及び経営管理部責任者で構成され、オブザーバーとして社
外取締役２名、監査役３名及び内部監査室責任者が参加しており、リスク発生を未然に防
止するとともに、インシデント発生時に対応しております。リスク・コンプライアンス委
員会の活動については、月１回開催されるリスク・コンプライアンス委員会報告会で報告
され、事業活動のリスクに関する予防・軽減のための活動状況の確認が行われておりま
す。

（ⅴ）内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置し、実施してお

ります。内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、各部門の業務活動が社
内規程や法令等に則り適正かつ効率的に行われているか、顕在化しているリスクへの対応
状況や隠れたリスクがないか等の観点から監査を行っております。監査の結果は、代表取
締役社長に直接報告されると同時に、被監査部門に通知され、指摘事項に関しては、後日
改善状況の確認が行われております。

（ⅵ）報酬委員会
当社は、取締役候補者の選任及び報酬額決定を行うため、任意の諮問機関として報酬委

員会を設置しております。同委員会は、取締役３名（うち、池田良介及び杉浦佳浩の２氏
は社外取締役）で構成されております。なお、同委員会の開催状況については、2022年
７月７日に第１回の委員会を開催いたしました。また、当社は、経営の透明性、意思決定
の客観性を確保することを目的として、同委員会における取締役の選任及び報酬額決定に
際して、委員の過半数による決議により意思決定することとしており、客観性の確保を図
ることとしております。なお、2025年は６月13日に開催しております。

７．会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値

の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等

の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流動資産 1,899,045 流動負債 1,426,424

現金及び預金 1,684,224 短期借入金 100,000
売掛金 169,162 １年内返済予定の長期借入金 84,500
原材料及び貯蔵品 603 未払金 241,886
前払費用 44,641 未払法人税等 32,554
その他 1,529 未払消費税等 31,417
貸倒引当金 △1,115 契約負債 929,565

その他 6,499
固定資産 403,819
有形固定資産 175,503 固定負債 299,180
建物 150,755 長期借入金 237,958
車両運搬具 158 資産除去債務 61,221
工具、器具及び備品 24,590 負債合計 1,725,604

（純 資 産 の 部）
無形固定資産 28,669 株主資本 574,311
ソフトウェア 23,874 資本金 304,142
のれん 3,145 資本剰余金 334,442
ソフトウェア仮勘定 1,650 資本準備金 334,442

投資その他の資産 199,645
投資有価証券 28,050 利益剰余金 △64,273
敷金及び保証金 100,995 利益準備金 2,500
繰延税金資産 70,519 その他利益剰余金 △66,773
破産更生債権 165 繰越利益剰余金 △66,773
貸倒引当金 △165 新株予約権 2,948
その他 80 純資産合計 577,260

資産合計 2,302,864 負債・純資産合計 2,302,864
（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2025年４月１日から）2026年３月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売上高 2,687,952
売上原価 369,331
売上総利益 2,318,621
販売費及び一般管理費 2,152,610
営業利益 166,010
営業外収益

受取利息 3,085
受取配当金 2
助成金収入 3,498
その他 841 7,428

営業外費用
支払利息 6,952
その他 709 7,661

経常利益 165,777
特別利益

固定資産売却益 8 8
特別損失

固定資産除却損 18,381 18,381
税引前当期純利益 147,404
法人税、住民税及び事業税 29,027
法人税等調整額 △63,984 △34,956
当期純利益 182,361

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から）2026年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

新株
予約権

純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当期首残高 303,102 333,402 333,402 2,500 △249,134 △246,634 389,870 ― 389,870

当期変動額

新株の発行 1,040 1,040 1,040 2,080 2,080
新株予約権の
発行 2,948 2,948

当期純利益 182,361 182,361 182,361 182,361

当期変動額合計 1,040 1,040 1,040 182,361 182,361 184,441 2,948 187,390

当期末残高 304,142 334,442 334,442 2,500 △66,773 △64,273 574,311 2,948 577,260

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８年〜22年
車両運搬具 ２年
工具・器具及び備品 ３年〜10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

（3）引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

（4）重要な収益及び費用の計上基準
当社は、下記ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社は、高卒人材採用支援事業を展開しております。このうち、主な収益はジョブドラフトNavi掲載及び
研修等のサービスであり、その履行義務は、掲載期間及び研修期間等、顧客との契約に基づき一定期間にわ
たり充足されることから、当該契約期間に応じて収益を認識しております。また、パンフレットなどのオプ
ション商品や、高卒社会人の人材紹介等のサービスの履行義務は、顧客に引き渡した時点又は役務提供の確
認時点等であり、顧客との契約に基づき一時点で充足されることから、約束した財又はサービスの支配が顧
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客に移転した時点として収益を認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務の充足前に契約負債として受領（原則、申込月の翌月末）しており、重要

な金融要素は含まれておりません。

（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果が発現する期間を見積り、５年間の均等償却を行っています。

２．会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、高卒人材採用支援事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した
情報は以下のとおりです。

（単位：千円）
当事業年度

（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

一時点で移転されるサービス
一定の期間にわたり移転されるサービス

1,418,817
1,269,135

顧客との契約から生じる収益 2,687,952

その他の収益 ー

外部顧客への売上高 2,687,952

（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「個別注記表 １．重要な会計方針に係る事項に関する注記 （４）重要な収益及び費用の計上基準」に記

載のとおりであります。
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（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
（単位：千円）

当事業年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

契約負債（期首残高） 918,182

契約負債（期末残高） 929,565

契約負債は、顧客との契約において、サービスの提供前に、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金
です。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩しされます。

４．表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。

５．会計上の見積りに関する注記
（繰延税金資産の回収可能性）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
科目 当事業年度

繰延税金資産 70,519

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産について、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のスケジューリングの結果に基づき、

将来の合理的な見積可能期間以内の見積課税所得の範囲内で計上しております。
課税所得の見積りについては、取締役会で承認された中期経営計画を基礎として、経営環境等の利用可能

な外的要因に関する公表情報等や当社が用いている内部の情報（過去の売上や営業実績等）を考慮してお
り、売上予測といった経営者の判断を伴う仮定が含まれております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した

課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類において、繰延税金資産の金額に
重要な影響を与える可能性があります。
なお、当社は、前事業年度においては繰延税金資産の回収可能性に関する分類を分類４としておりました

が、過去の実績値及び事業計画値に基づいて企業会計基準適用指針第26号による企業分類を行い、分類３に
該当するものと判定いたしました。これに伴い、繰越欠損金に関する繰延税金資産の回収可能性について、
課税所得として見積可能な期間を前事業年度の１年から、当事業年度は３年に変更しております。
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６．貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 38,533千円

７．損益計算書に関する注記
該当事項はありません。

８．株主資本等変動計算書に関する注記
１．当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,905,200株
２．配当に関する事項

該当事項はありません。
３．当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式

の種類及び数
普通株式 207,400株

９．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
（a）金融商品に対する取組方針

資金計画に照らし必要な資金を銀行借入により調達しております。また、資金運用に関しては安全性
の高い預金等に限定し、デリバティブ取引は行わない方針であります。

（b）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されていますが、例外的な一部を除いては前受金を

受理し信用リスクの軽減を図っております。敷金は当社が入居している事務所の不動産賃貸借契約に係
るものであり、差入先の信用リスクに晒されています。営業債務である未払金はそのほとんどが１年以
内に決済又は納付期限が到来するものであります。借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであ
り、償還日は決算日後最長６年後であります。

（c）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、担当部署が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに回収遅延債権については個別

に把握及び対応を行う体制としております。
②資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は財務担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに手許流動性の維持などにより流動性

リスクを管理しております。
（d）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること
により、当該価額が変動することもあります。
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（2）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等は含めていません。（（注１）参照）

貸借対照表計上額 時 価 差 額

敷金及び保証金 100,995千円 100,316千円 △678千円

資産計 100,995千円 100,316千円 △678千円
長期借入金
（１年内返済予定を含む） 322,458千円 316,719千円 △5,738千円

負債計 322,458千円 316,719千円 △5,738千円

（※）「現金及び預金」、「売掛金」、「未払金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が
帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。

（注１）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

種類 貸借対照表計上額

出資金 50千円

非上場株式 28,000千円

合計 28,050千円

（3）金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

該当事項はありません。
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② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

敷金及び保証金 − 100,316千円 − 100,316千円
長期借入金
（１年内返済予定を含む） − 316,719千円 − 316,719千円

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
敷金及び保証金
これらの時価は、償還予定時期を見積り、国債の利回り等、適切な指標で割り引いた現在価値により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。

10．税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 211,463千円
未払事業税 3,903千円
未払金 12,637千円
資産除去債務 19,266千円
一括棚卸資産 1,199千円
その他 394千円

繰延税金資産小計 248,864千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △141,616千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △19,266千円

評価性引当額小計 △160,883千円
繰延税金資産合計 87,981千円
繰延税金負債
建物附属設備 17,461千円

繰延税金負債合計 17,461千円
繰延税金資産の純額 70,519千円
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（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
（単位：千円）

１年内 １年超
２年内

２年超
３年内

３年超
４年内

４年超
５年内 ５年超 合計

税務上の繰越欠損金 ー ー ー ー ー 211,463 211,463

評価性引当額 ー ー ー ー ー △141,616 △141,616

繰延税金資産 ー ー ー ー ー 69,846 69,846

（※１）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
（※２）将来の課税所得の見積り等に基づき回収可能性を慎重に検討した結果、税務上の繰越欠損金等に係る繰

延税金資産の一部について回収可能性が見込めないと判断し、評価性引当額として141,616千円を計上
しております。

（2）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

当事業年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.6％
（調整）
のれん償却額 0.9％
住民税均等割 2.5％
評価性引当額の増減 △55.2％
交際費等永久差異 0.5％
税率変更による影響 0％
税額控除 △3.3％
その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △23.7％

（3）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
該当事項はありません。
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11．関連当事者との取引に関する注記
役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

役員 佐々木 満秀
（被所有）

直接 45.80％
間接 11.30％
（注）1

当社
代表取締役社長

事務所賃貸
借契約に対
する債務被
保証（旧東
京支店）
（注）2

旧東京支店
3,515 − −

役員 森 隆史 0.1％ 当社
役員

新株予約権
の発行
（注）3

20 新株予約権 20

役員 新田 圭 0.06％ 当社
役員

新株予約権
の発行
（注）3

20 新株予約権 20

役員 星野 圭美 0.13％ 当社
役員

新株予約権
の発行
（注）3

20 新株予約権 20

（注）1. 当社代表取締役佐々木氏が議決権100％を保有する株式会社人と未来を通じて間接保有をしている割合
であります。

2. 当社は、旧東京支店の賃貸借契約に対して代表取締役社長佐々木満秀より債務保証を受けております。
なお、債務保証の取引金額は、賃借料を記載しており、期末の未払賃借料はありません。また、保証
料の支払いは行っておりません。

3. 2025年9月12日開催の取締役会の決議により発行された新株予約権であります。新株予約権の発行に
ついては、第三者機関の評価を勘案して決定しております。

12．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産 198円70銭
（2）１株当たり当期純利益 62円81銭

13．重要な後発事象に関する注記
（取得による企業結合）
当社は、2026年2月13日開催の当社取締役会において、株式譲渡契約を締結することを決議し、2026年２

月16日付で株式譲渡契約を締結いたしました。当該株式譲渡契約に基づき、2026年4月1日付で新設分割会社の
株式取得（連結子会社化）が完了しております。
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１. 企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

相手先企業の名称 チエルコミュニケーションブリッジ株式会社
譲受事業の内容 高校における進路相談会の実施

(2)企業結合を行った理由
当社はこれまで高校新卒者の就職支援に特化し、企業と高校、高校生を繋ぐ独自のワンストップソリュー

ション「ジョブドラフト」を提供してまいりました。
今回、株式取得を通じてジンジブキャリアを新たなパートナーとして迎えることにより、当社の就職支援

と同社の進学支援が融合し、高校生のあらゆる進路選択に対応できるプラットフォームの構築が期待されま
す。また、これまで同事業で培われてきた高校及び大学・専門学校との強固なリレーションと当社の持つ企
業・高校ネットワークとが相互に補完し合い、高卒採用・進学市場全体の非効率性を抜本的に解決する、よ
り強固な事業基盤の確立が期待されます。これにより、当社グループの企業価値向上に資すると判断いたし
ました。

(3)企業結合日
2026年４月１日

(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得

(5)結合後企業の名称
株式会社ジンジブキャリア

(6)取得した議決権比率
100％

(7)取得企業を決定するに至った根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。

2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 290,000千円

取得原価 290,000千円

3．主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザーに対する報酬・手数料等（概算額）：2,000千円

4. 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

5. 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

14．その他の注記
該当事項はありません。
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会計監査報告
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2026年5月25日
株式会社ジンジブ
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
京都事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 橋 本 民 子
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 静 山 なつみ

・監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ジンジブの2025年4月1日から

2026年3月31日までの第12期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
・監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
・強調事項
個別注記表「13.重要な後発事象に関する注記（取得による企業結合）」に記載されている通り、会社は、

2026年2月13日開催の取締役会において、チエルコミュニケーションブリッジ株式会社と株式譲渡契約を
締結することを決議し、2026年2月16日付で株式譲渡契約を締結した。当該株式譲渡契約に基づき、2026
年4月1日付で株式会社ジンジブキャリアの新設分割会社の株式取得（連結子会社化）が完了した。
・その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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・計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
・計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
・利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第12期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報

告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から職務の執行状況及び結果について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会・経営会議・リスクコンプライアンス委員会・代表取締役との面談・三様監査連絡
会・社外取締役との意見交換会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について聴取或いは報告を受け、必要に応じて説明を求め、又、稟議全般及び重要な決
裁書類等を閲覧し、その業務及び財産の状況を調査いたしました。更に、取締役からは職務執行
確認書を、又、営業管掌取締役からは確認書を徴求いたしました。

② 総勘定元帳・残高試算表等の会計帳簿及びこれに関する資料の調査に関しましては、総勘定元
帳の通査による月次会計監査を行うとともに、期末に於きましては、決算調整項目を含め、総勘
定元帳と計算書類等の照合及び経理部門への確認・聴取を実施いたしました。

③ 事業報告に記載されている、取締役の職務の執行が法令定款に適合することを確保するための
体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。

④ 監査役会は、会計監査人が株主総会で選任された後、会計監査人が独立の立場を保持し、か
つ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行
状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行
が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。会計監査人による当社第12期（2025年４月１日〜2026年３月31
日）の計算書類及びその附属明細書の監査結果について2026年５月26日に会計監査人より説明
を受けました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 事業報告において、親会社等に該当する取締役社長佐々木満秀は債務保証を行っております
が、取引の必要性に留意し合理的な判断に基づき、一般の取引条件と同様に公正かつ適切である
ことについて適正であると認めます。又、取締役会が当該取引条件等を把握し、当社グループの
利益を害するものではないと判断していることにつき適正であると認めます。

③ 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

④ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。又、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容並びに取締役の職務の執行についても指摘すべき事項は認め
られません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
① 会計監査人PwC Japan有限責任監査法人による計算書類及びその附属明細書の監査の方法及
び結果は相当であると認めます。

② 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項

３．後発事象
個別注記表「13.重要な後発事象に関する注記（取得による企業結合）」に記載されている通り、

2026年2月13日開催の取締役会において、チエルコミュニケーションブリッジ株式会社と株式譲渡契
約を締結することを決議し、2026年2月16日付で株式譲渡契約を締結した。当該株式譲渡契約に基づ
き、2026年4月1日付で株式会社ジンジブキャリアの新設分割会社の株式取得（連結子会社化）が完了
した。

監査役会は、2025年６月27日開催の定時株主総会へ提出された会計監査人選任議案の内容を決定いた
しました。監査役会は、2025年５月28日の取締役会決議に先立って会計監査人の報酬決定の同意に賛成
しました。
会計監査人との四半期に一度の三様監査連絡会を開催しており、三様監査連絡会以外にも適宜会計監査

人から業務内容についての報告を受けております。

2026年５月27日
株式会社ジンジブ 監査役会
常勤社外監査役 箕浦 昇 ㊞
社外監査役 堀口 昌孝 ㊞
社外監査役 才木 正之 ㊞
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株主総会参考書類
第１号議案 取締役６名選任の件
取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役

６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１
佐
さ さ き
々木 満秀

みつひで

（1968年３月22日）

＜再任＞

1999年７月 有限会社ピーアンドエフ設立代表取締役
2001年９月 有限会社ピーアンドエフを株式会社ピーア

ンドエフに組織変更
2015年３月 株式会社人と未来グループ（現：株式会社

ジンジブ）設立代表取締役社長（現任）
2020年１月 株式会社人と未来グループ（現：株式会社

ジンジブ）が株式会社ジンジブ（旧事業子
会社）を吸収合併し、社名を株式会社ジン
ジブに変更

1,330,000株

２
森
もり

隆史
た か し

（1983年５月16日）

＜再任＞

2006年４月 株式会社ピーアンドエフ入社
2012年７月 株式会社ピーアンドエフ取締役
2016年７月 株式会社人と未来グループ（現：株式会社

ジンジブ）取締役
2020年１月 当社常務取締役
2023年７月 当社専務取締役（現任）

HRコンサルティング部、営業推進部およ
びカスタマーサポート部管掌

3,000株

３
新
に っ た
田 圭

けい

（1977年３月30日）

＜再任＞

2000年４月 株式会社ワッツ入社
2009年12月 エレコム株式会社入社
2010年10月 株式会社ハウスドゥ（現：株式会社And

Doホールディングス）入社
2013年４月 株式会社やる気スイッチグループホールデ

ィングス入社
2014年３月 株式会社やる気スイッチグループホールデ

ィングス取締役
2016年７月 株式会社Eストアー入社
2017年９月 株式会社人と未来グループ（現：株式会社

ジンジブ）入社
2018年１月 株式会社人と未来グループ（現：株式会社

ジンジブ）取締役
2020年10月 当社取締役
2023年７月 当社常務取締役（現任）

経営企画部、経営管理部、サービス開発
部、マーケティング部および人財戦略部管
掌

2,000株
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

４

星
ほ し の
野 圭美

た ま み

（1980年８月４日）
戸籍上の氏名
渡
わたなべ
邊 圭美

た ま み

＜再任＞

2003年４月 株式会社ベンチャー・オンライン（現：株
式会社ウィルプラウド・ホールディング
ス）入社

2014年２月 株式会社ジンジブ（旧事業子会社）入社
取締役

2020年４月 当社執行役員
2022年９月 当社取締役（現任）

キャリア教育開発部管掌

4,000株

５

池
い け だ
田 良介

りょうすけ

（1968年12月５日）

＜再任＞
＜社外＞
＜独立＞

1997年10月 株式会社ビッグエイド入社
2000年２月 株式会社ビッグエイドが株式会社セントメ

ディアと合併、株式会社セントメディア
（現：株式会社ウィルオブ・ワーク）代表
取締役

2006年４月 株式会社ウィルホールディングス（現：株
式会社ウィルグループ）代表取締役社長

2011年９月 株式会社池田企画事務所 代表取締役（現
任）

2016年６月 株式会社ウィルグループ代表取締役会長
2020年１月 株式会社グラフィコ社外取締役
2021年３月 株式会社揚羽社外取締役
2022年６月 株式会社ウィルグループ取締役会長（現

任）
2022年７月 当社社外取締役（現任）

20,000株

（重要な兼職の状況）
株式会社ウィルグループ取締役会長

６

杉
すぎうら
浦 佳浩

よしひろ

（1963年９月29日）

＜再任＞
＜社外＞
＜独立＞

1987年４月 三洋証券株式会社 入社
1989年11月 株式会社キーエンス
1991年７月 住友海上火災保険株式会社（現 三井住友

海上火災保険株式会社）
2015年７月 代表世話人株式会社 代表取締役（現任）
2024年６月 当社社外取締役（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社シナプスイノベーション 社外監査役
Animo株式会社 取締役
株式会社マルタスインベストメント 取締役
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（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．佐々木満秀氏は、会社法第２条第４号の２に規定する親会社等であります。
３．池田良介氏及び杉浦佳浩氏は、社外取締役候補者であります。
４．池田良介氏を社外取締役候補者とした理由は、上場企業経営の豊富な経験・実績・見識を有してお

り、これまでの経験に基づき、的確な提言・助言が期待できるものと考えております。
５．杉浦佳浩氏を社外取締役候補者とした理由は、幅広い業務経験と人脈を持ち、数多くの企業でコンサ

ルティングを行っており、知見と経験を当社の経営全般に活かすことができるものと考えておりま
す。

６．池田良介氏及び杉浦佳浩氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役としての在
任期間は、本総会終結の時をもって池田良介氏が３年11か月、杉浦佳浩氏が２年となります。

７．当社は、池田良介氏及び杉浦佳浩氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令が規定する最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当
該契約を継続する予定であります。

８．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補
者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は
次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

９．当社は、池田良介氏、杉浦佳浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ておりま
す。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
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（ご参考）各取締役及び各監査役のスキル・マトリックス

取締役会では、経験・見識・専門性等を踏まえ、全人格的な要素を考慮して選任した取締役が、多様な視点か
ら審議し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定及び実効性の高い経営、監督の実現を図っています。当社取締
役会として備えるべき経験・見識・専門性等、及びその選定理由、並びに各取締役及び各監査役が有する経験・
見識・専門性等は、次のとおりです。

独
立
性

ジェンダー
男性●
女性〇

企業
経営

業界
経験

財務
会計

人材開発
人事・労務

法務／
リスクマネジ
メント

保有資格

佐々木満秀 ● ● ● ●

森隆史 ● ● ● ●

新田圭 ● ● ● ●

星野圭美 〇 ● ● ●

池田良介 〇 ● ● ● ●

杉浦佳浩 〇 ● ● ●

箕浦昇 〇 ● ●

堀口昌孝 〇 ● ● 弁護士

才木正之 〇 ● ● 税理士

(注)
・全ての経験・見識・専門性等を示すものではありません。
・過去の役職等に基づく経験、現在の役職、資格等を基準としています。
・本総会決議事項第 号議案及び第 号議案を原案どおりご承認いただいた場合の各取締役及び各監査役を記載
しています。
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第２号議案 資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

１.資本金および資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
欠損を填補し財務体質の健全化を図ることで機動的かつ柔軟な資本政策及び株主還元策の実施に備えるた
め、資本金および資本準備金の減少並びに剰余金の処分を行うものであります。

２．減少する資本金の額
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を254,142,500円減少させ、同額をその他資本剰余金に
振り替え、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

３．減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を284,442,500円減少させ、同額をその他資本剰余
金に振り替え、減少後の資本準備金の額を50,000,000円といたします。

4. 処分する剰余金の額
会社法第452条に基づき、資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金
64,273,113円を減少させ、同額を繰越利益剰余金に振替え、欠損填補に充当したいと存じます。

5．資本金および資本準備金の額の減少が効力を生ずる日
2026年８月１日

以上
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株主総会会場ご案内図
開催場所が昨年と異なりますので、お間違えの無いようお願い申しあげます。

会場：大阪市中央区安土町２丁目３番13号
大阪国際ビルディング16階 1607号室
TEL 06-6265-8530

交通 大阪メトロ
（地下鉄）〔堺 筋 線

中 央 線〕堺筋本町駅17番出口 徒歩２分

大阪メトロ
（地下鉄）〔御堂筋線〕本町駅３番出口 徒歩７分

株主様との懇談会のご案内
株主総会終了後に株主懇談会を開催させていただきます。
日頃お目にかかることの少ない株主の皆様からさまざまな貴重な意見を賜りたく、軽食を準備してお待ち申し上
げております。短時間ではありますが、弊社役員とご歓談いただきまして、弊社へのご理解を一層深めていただ
ければと願い、ここにご案内申し上げる次第でございます。株主の皆様方におかれましては大変ご多忙の折、恐
縮ではございますが、是非ともご出席賜りますようお願い申し上げます。
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